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序 文 

 

日本企業は失われた２０年の中で、外部環境の変化に対して基本的に受け身であったとい

われています。これからは、インダストリー４．０、ＩｏＴ、ＡＩの進化・普及、消費者ニ

ーズ・価値観の変化、少子高齢化、環境・資源・エネルギー問題等の外部環境の変化と先行

事例の調査を基に、モノづくりの未来の姿を洞察し、競争力の回復・維持・強化を図る必要

があります。 

油脂産業においても、サービスを付加したビジネスモデルへのシフトや、カスタマイゼー

ションへの対応に伴い、新たなビジネスチャンスが創出されており、このような環境変化に

対応した品質を有するモノづくりを進めていかなければなりません。 

 

一方、近年では、品質管理データの改竄、異物混入、食品店舗での従業員の不適切な行動

のＳＮＳでの拡散等の事例が見受けられ、製品の品質や企業への信頼が揺らぎつつある現状

もあります。その中で、油脂産業も社会規範を遵守すること、情報を開示すること、企業活

動の透明性を高めること、ステークホルダーに対する説明責任を果たすことを通じて、企業

として信頼を得ていくことが求められており、社会的立場からの企業価値の向上を図ってい

かなければなりません。 

 

このような中、平成３０年度の油脂工業会館・研究会の研究課題は、「油脂産業の未来品質」

です。品質は日本のモノづくりの競争力の根源であることから、研究会ではこれからの品質

のあるべき姿を、「安心品質」と設定し、行政や他産業の例を参考にして、これからの油脂産

業の品質イノベーションへの取組みについて報告書に纏めました。 

本レポートでは、未来品質の定義から始まり、油脂産業や周辺産業の課題と取組み事例、

そして油脂産業への提言と続きます。 

研究会メンバー全員が油脂産業の今後の発展を通じ、日本経済に寄与できるように議論を

重ねました。 

 本報告書が油脂産業における未来品質の取組みの一助になれば幸いです。 

 

平成３１年４月 

一般財団法人 油脂工業会館 

                                理事長   澤田道隆 
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第１章 はじめに 

 

ここ数年、食品メーカーでの異物混入事件、自動車メーカーによるデータ改ざんや無資格

者による品質検査など、日本企業による品質関連の不祥事が相次いで発生している。会社と

しての品質管理体制が問題視されることはもとより、最近では一店舗での不適切な管理や行

動がＳＮＳで拡散し企業の信用を失墜させてしまう事例も頻発している。 

われわれ油脂産業周辺を見てみると、ここ数年で話題に上がるようになったＲＳＰＯ

（Roundtable on Sustainable Palm Oil：持続可能なパーム油のための円卓会議）に関する

問題も取り沙汰されている。インドネシアの大手食品会社が運営するパーム農園と搾油工場

で人権侵害があるとして、ＲＳＰＯ本部は２０１８年１１月に 3ヶ所の農園と 1ヶ所の搾油

工場で認証を取り消す制裁措置を下している。認証パーム油の環境・人権上の問題が指摘さ

れるのはこれが初めてではない。２０１６年にはマレーシアの大手パーム油生産グループが

天然林を伐採しているとして認証を取り消され、日系企業を含む２７社が調達を中止した。 

 

われわれを取り巻く未来の状況としては、人類の高齢化や多様化、環境破壊等による資源

枯渇が進むことが予測される。また技術開発に関してはＡＩ、ＩoＴを活用した著しい発展が

期待される。一方、品質に関しては、これまでわれわれは原材料を含めた徹底的な品質管理

により担保してきた。しかしながら近年の品質問題はモノの品質だけでなく、企業の品質マ

ネジメントシステムや社外への対応の問題が根幹にあることが示唆されている。すなわち顧

客にとって品質の確保はもはや当たり前であり、加えて信頼性の高い活動や真摯な姿勢があ

ってこそ安心して製品を使うことができる時代に突入したといえる。 

これらの未来予測および時代背景を鑑みて「品質」を広義に捉え、油脂産業における未来

品質のあるべき姿について議論した。 

 

未来に求められる品質の要素や基準、企業・団体等によるコミュニケーションのあり方等

の議論を通じ、現状の活動や情報提供だけでは十分な理解と安心感を与えることができてい

ないのではないか、ということにわれわれは気付かされた。本研究会では様々なステークホ

ルダーが安心できることが未来品質と捉え、この実現に向けた油脂産業への提言を行う。 

本報告書が油脂産業界、ひいては関連する産官学が一体となった安心への取組みへとつな

がることを期待する。 
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第２章 品質の一般論 

 

２－１ 品質とは 

２－１－１ 品質の定義 

われわれは「未来品質」を語る上で、まず品質とは何か、そして過去から現在に至るまで

どのような変化があったのかについて調査した。 

品質は広辞苑によれば、「品物の性質」や「しながら」と定義されている１）。日本では、「品

質」という単語は、明治時代に日本人が Quality に対してつくり出した訳語で、その初出は

１８８７年（明治２０年）発刊の辞書「附音挿図和訳英字彙」である２）。なお、「品質」に相

当する中国語は「質量」である３）。この辞書には、Qualityの訳語として「品質」の他に、「本

性」、「本質」、「性質」、「特質」、「品位」等が挙げられており、「品質」という日本語が成立し

た時点で、既に「モノ」だけでなく「コト」が品質の対象であったことが窺われる。 

日本工業規格（ＪＩＳ）や国際規格（ＩＳＯ）では、「対象に本来備わっている特性の集ま

りが、要求事項を満たす程度（Degree to which a set of inherent characteristics of an 

object fulfills requirements）」４）と定義されている。なお、品質工学においては「製品が出

荷後、社会に与える損失」と定義されている。 

 

２－１－２ 品質の概念 

先ほど述べたように「品質」という日本語は、明治時代にできた言葉であるが、その概念

は昔から存在していたと考えられる。「安かろう悪かろう」や「安物買いの銭失い」という諺

は、安いものは質つまり品質が悪くて当然という認識があったからこそ成り立つものである。

つまり品質の良し悪しは、そのものの値段と相関があったということもわかる。そのような

背景から各地の特産品や伝統工芸品・ブランド品・国際貿易の流通品などは品質の良いもの

（コストと機能が目的に合うもの）として生き残ってきたと考えられる。例えば、外国との

貿易は、自国で調達するよりも品質の良いものが手に入るから行われてきたといえる。 

このように品質はビジネスと密接に関連している。つまり、自給自足や自家用消費してい

る場合には大きな問題にならないが、売買が発生した時点でモノ（製品等）やコト（サービ

ス等）の良し悪し（ニーズを満たすレベル）が品質として認知される。 

 

２－２ 品質と品質管理 

２－２－１ 品質管理の歴史 
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人類の社会基盤や経済基盤の発達とともに、モノやコトの品質が向上してきたのは言うま

でもないが、品質向上の歴史を語る上では、品質管理の手法を無視するわけにはいかない。

品質管理は近代の製品・サービスの品質の向上に著しく寄与している。そこで、先駆的役割

を果たした欧米を中心に品質管理の歴史５）について述べる。 

 

２－２－２ 黎明期 

品質向上の取組みは、１３世紀後半の中世ヨーロッパまで遡ることができる。そのころ、

職人たちがギルドと呼ばれる集団を組織化し始め、製品とサービスの品質に関する厳格な規

則を策定する責任を負うようになった。ギルドは、その規則を執行し、欠陥のない商品に特

別なマークやシンボルを付けた。 

職人たちは自身の製造品にしばしば第２のマークを付けるようになった。 当初、不良品の

原因を追跡するために使用されていたが、次第に職人の評判を表すようになった。これら検

査用マークと職人独自のマークは、中世ヨーロッパの至るところで、顧客のための品質の証

明として役立った。１９世紀初頭の産業革命までこの製造品質の証明方法が普及していた。 

 

２－２－３ 産業革命期 

１７５０年代にイギリスで始まり、製品検査に重点を置いた工場制は、１８００年代初頭

の産業革命につながった。この工場制においては、職人の仕事が細分化され、このため職人

は工場労働者になり、親方は生産監督者になることを余儀なくされた。その結果、品質の低

下が見られたため、監査や検査が導入された。 

１９世紀後半、米国においてヨーロッパに先んじて、Frederick W. Taylorによって開発さ

れた新しい管理アプローチを採用した。この目的は熟練した職人の数を増やすことなく生産

性を高めることであった。彼は工場計画を専門技術者に任せ、技術者の計画を実行する検査

官と管理者として職人と監督を活用することによってその目的を達成した。Taylorのアプロ

ーチは生産性を著しく向上させたが生産性を重視しすぎたことによって、品質に悪い影響を

与えた。この品質の低下を改善するため、工場管理者は不良品が顧客に届かないように検査

部署を設置した。 

 

２－２－４ 第二次世界大戦以降 

第二次世界大戦に突入し、米国は国内産業の軍事生産への移行の促進を目的とした法律を

制定した。装備品の安全は品質の必須項目と考えられ、米軍は全ての装備品を検査し、安全

であることを確認した。この方法は多くの労力を必要としたため、検査要員の確保が課題で
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あった。製品の安全性を犠牲にすることなくこの課題を解決するために、軍は全数検査に代

えてサンプリング検査を始めた。 

一方で、２０世紀のはじめには、品質管理に工程が含まれるようになった。工程は、原料

投入し、価値を付加し、完成品を仕上げるまでの一連の流れとして定義される。Walter 

Shewhart は、１９２０年代から工程管理に焦点を当て始め、品質を完成品だけでなくその

生産工程にも関連付けた。 

Shewhart は統計的手法により工程データを分析して、工程が安定して管理されているか

どうか、また問題が発生していないかを確認できることを見出した。そうすることで、

Shewhartは、現代でも用いられている管理図の基礎を築いた６）。 

米国農務省国勢調査局の統計学者であるW. Edwards Demingは、Shewhartの統計的品

質管理の提案者となり、後に日米両国における品質改革のリーダーとなった。 

戦後、米国において統計的品質管理手法が産業分野でいったん縮小したものの、その後の

日本において、統計的品質管理の導入が進められた。その結果、工業製品の品質が飛躍的に

向上し、品質管理の重要性が世界的に見直されるようになった。そして、世界中の工業製品

の高品質化につながった。 

 

２－３ 製品開発における品質 

工業製品の高品質化について、消費者の要求事項が製品開発にどのように結びつくかを品

質の観点で紹介する。品質展開という手法があり、「品質展開法（１）」７）によれば、ユーザ

ーからの原始データから、思いつくままに要求項目として書き出し、抽象化した概念を具体

化・細分化して、要求品質、品質要素、そして特性に落とし込む流れである。「１００円ライ

ター」の要求項目の変換事例を示す（表２－１）。 

 

表２－１ 要求項目から品質要素へ変換した事例 

 
 

シーン
５W1H 特性１ 特性２ 特性３ 特性４ 特性５ 特性６

強風の中でも着火する 消化風力 瞬間風圧 着火圧力 バルブ径
強風の中でも炎が安定している 消化風力 瞬間風圧 着火圧力 炎の高さ 炎の幅 バルブ径

山の上でも確実に着火する 寒い所でも着火する 気圧 外気温 温度 着火圧力
山の上でも炎が安定している 寒い所でも炎が安定している 気圧 外気温 温度 着火圧力 炎の高さ 炎の幅
雨の中でも着火する 雨の中でも着火する 湿度 着火圧力
雨の中でも炎が安定している 雨の中でも炎が安定している 湿度 着火圧力 炎の高さ 炎の幅
確実に着火する 確実に着火する 着火圧力 着火回数
炎が安定している 炎が安定している 連続使用時間 炎安定性

落としても使える 落下強度 耐久性
強い衝撃に耐える 落下強度 変形応力 耐久性
長持ちする 使用時間 使用回数 耐久性

水たまりに落とす こわれない 水の中に落としても使える 回転摩擦力 耐久性
無くなったらポイ 使い捨て ごみ箱に捨てられる 内部圧力 落下強度

2
耐久性があ
る

ゴルフ場で一服する時 風が強くても火が消えない

山にハイキングに行って

雨のバス停で

落とす 耐久性

Ｎｏ．原始データ 要求項目 要求品質
品質要素

1
風が強い所
でも消えな
い
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品質要素は測定可能であることが望ましいが、測定可能性にとらわれず抽出することが重

要である。品質要素の例を示す（表２－２）。品質要素は表２－１で示したように、特性にま

で落とし込むことができ、その特性の集まりが品質として認知される。 

 

表２－２ 品質要素 

 

１）物性的要素
外観特性（大きさ、長さ、重さ、厚さ）、力学特性（速度、牽引力、強度、脆性）、物性
（通気性、保温性、耐熱性、伸縮性）、光学特性（透明度、遮光性、夜光性）、音響特性
（音色、遮音性、音響出力、Ｓ／Ｎ比）、情報関係（冗長度、情報量、正確さ）、化学的
特性（耐食性、不燃性、耐爆性）、電気的特性（絶縁性、伝導性、誘電性）

２）機能的要素
効率（エネルギー効率、取扱いの容易さ、自動化）、安全性（無害性、フールプルーフ設
計）、機能多様性（多能品、組合せによる多様化）、携帯性（ポータブル、据置型）、使
用者の範囲（素人向き、専門家向き）

３）人間的要素
イメージ（高級品、知名度）、希少性（特注品、輸入品、天然品）、習慣（伝統、新製
品）、官能特性（仕上げ、手ざわり、味、居住性）、充実度（知的充実感、情緒的充実
感）、接客性（笑顔度、気配り、言葉遣い、清潔度、身だしなみ）

４）時間的要素
耐環境性（耐寒性、耐湿性、対塵性）、時間（効果の持続性、速効性）、耐久・保存性
（耐用年数、故障率、修理容易性）、廃棄容易性

５）経済的要素
有利性（維持費の安いこと）、互換性（部品交換性）

６）生産的要素
作業性（工数小、手直しが少ない、特殊技能を要しない、作業標準の弾力性）、原材料
（品質の弾力性、在庫が容易、検査容易性、工程能力に適合）、収率（収率大、手直し容
易、他品種へ転換が容易）

７）市場的要素
適時性（流行、季節）、品種多様性（ワイド・セレクション）、信用度、購入決定の契機
（各自の基準で選択、オピニオン・リーダーの決定、第三者検定）、ライフ・サイクル
（ライフ・サイクルが長い、短いがうまみがある）
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２－４ 様々な品質とニーズの多様化 

品質という単語はしばしば製品やサービスの品質を表すための「狭義の」という修飾語や

意思決定や組織の質も含めた「広義の」というような接頭語がつくことがあるように、人や

立場によってその解釈は異なる８）。また、品質という言葉の親和性の良さから「○○品質」

というような様々な単語との複合語があらゆるところで見られる。例えば、「感性品質」は製

品やサービスの質において、特に消費者の感性に影響を与える項目と言える。「魅力品質」と

呼ばれることもある９）。「経営品質」は優れた製品やサービスを生み出す組織の風土や文化、

さらには組織のものの見方や考え方を常に見直していく取組みの程度と理解される１０）。そ

のほかにも、例を挙げると、伝送品質、受信品質、通信品質、環境品質、サービス品質、過

程品質、結果品質、要求品質、組織品質、効果品質、建物品質、日本品質、国際品質、宇宙

品質、過剰品質、ソフトウェア品質などの組合せで使用されることもある。ただし、この全

てが、一般的に認知されている用語とは限らない。 

品質という概念は、過去は生産者が不良品を減らすために管理すべきものとして意識され

ていた。品質管理は製品を大量生産し、大多数の利用者にとっての価値を上昇させるのには

寄与してきた。しかし、現在は、ニーズが多様化してきており、必ずしも画一的な製品が受

け入れられる時代ではない。ユーザーや消費者や立場によって、品質も様々である。Gerald 

M. Weinbergは著書 Quality Software Management, volume 1: Systems Thinkingで

「品質とは誰かにとっての価値である」と書いている１１）。この定義は品質が本来主観的なも

のであることを強調している。つまり、人によって品質の捉え方は異なるという視点が重要

である。 

以上、過去および現在の品質に関する概念を把握の上、本研究会では未来品質について議

論を進めた。 
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第３章 われわれが考える未来品質とは 

 

３－１ 未来品質の考え方 

われわれは未来品質とは何かを模索する際に、少なくとも従来の品質では足りていない部

分をカバーしているべきものだという考えが根底にあった。製品やサービスが要求項目を満

たしてかつ安全であると科学的に証明されたとしても、利用者側が必ずしも安心を感じるわ

けではなく、彼らの心理によっても安心のレベルは異なってくる。しかし、利用する者にと

っては、常に安心できるものを利用したいというのが本音ではないだろうか。そこで、これ

からの品質が備えるべき要素の一つとして安心が最も重要ではないかという結論に至った。 

また、今やグローバル化が進展し、多くの組織や人が利害関係を有している。油脂産業も

例外ではなく、原料生産者から最終消費者、投資家、公的機関、銀行、地域住民や社会全体

を含めた様々なステークホルダーが存在する。「未来品質」の対象者をなるべく限定しないよ

うにした。したがって、本研究会では、「全てのステークホルダーの安心」を、「未来品質」

として位置付けた。 

 

３－２ 安心の進化 

どのようにして、安心を得られるかについてであるが、一般的には安心＝安全＋信頼であ

ると考えられる１２，１３）。これを解釈すると、安全は大前提であるとしても、安心を獲得する

ためには、さらに信頼が必要となる。これは、提供者にとっては時間と継続的な努力なくし

ては獲得できないものである。さらに踏み込んで、この信頼を獲得するために提供者が網羅

しておくべき項目は何かについて議論した。その結果、安心に加え付加価値、例えば感性に

働きかける価値を加えたものを尺度として持つような未来品質の概念を構築することとした。 

われわれが未来品質の概念に付加価値を新たに付け加えた理由としては、一般的な品質の

「要求事項」を満たす程度だけでは測れない製品やサービスが存在するためである。例えば、

顧客が要求事項として当初気付かなかった「予想を超える喜び（Customer delight）」につ

いてはＩＳＯ等の定義には含まれない。したがって、従来の品質では十分にとらえきれてい

ない素晴らしさも「未来品質」の要素に取り入れたいと考えた。また、技術革新がさらに進

み、このような項目の評価や定量化はＡＩやＩoＴで実現されることが期待される。 

そこで、「安心」について因数分解を行い、５つの項目に絞り込んだ。 

①供給安定性・入手容易性（Availability, Accessibility） 

原料、製品、情報などがいつでもどこでも手に入るというのは、それらを手に入れたい
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者にとって安心につながる。 

②中立性（Neutrality） 

中立的でバイアスのない情報提供やサプライチェーンがステークホルダーにとっての安

心につながる。 

③持続可能性（Sustainability） 

あらゆる活動が経済的、社会的、環境的に持続可能であれば将来のリスクに対する不安

を抑え、ステークホルダーにとっての安心につながる。 

④健康性・健全性（Healthiness） 

製品やサービスの提供者の組織が健全で、その利用者が安全で健康でいられることが安

心につながる。 

⑤双方向性（Interactivity） 

関係者間で情報・意見を交換し、その過程で関係者間の相互理解を深め、信頼を構築す

ることで安心につながる。 

これらの５つの項目と「⑥素晴らしさ（Niceness）」の英語のイニシャルをつなげて、「Ａ

ＮＳＨＩＮ」と呼ぶこととし、すべてのステークホルダーに対する未来品質の尺度と定義し

た。 

 

３－３．未来品質確保に向けた取組み 

本報告書では、安心品質に対する油脂産業のあるべき取組みについて、３つのポイントに

フォーカスして検討を進めた。未来品質の要素①～⑥のうち、第４章「コミュニケーション

のあり方」は①②⑤、第５章「ＳＤＧｓ視点からの未来品質へのアプローチ」は③④⑤、第

６章「感動品質」は⑤⑥を取り上げ、油脂産業の現状と課題、他産業や行政等の取組み、油

脂産業への提言といった切り口で示していく。 
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第４章 コミュニケーションのあり方 

 

コミュニケーションのあり方を考えるにあたり、ステークホルダーの中で最も重視しなけ

ればならないのは消費者である。消費者とのコミュニケーションの手段は、電話・メール・

マスメディア・講演会・ＳＮＳ・口コミなど多岐に亘っており、一対一のものから一対複数、

複数対複数と様々である。油脂産業において消費者とのコミュニケーションを主に行うのは、

油脂原料を用いたトイレタリー製品等の日用品、スキンケア製品等の化粧品、マーガリン等

の食品を生産する者とそれらを販売する者、および企業・工業会・行政・学会等の産官学が

考えられる。油脂産業は産官学と連携し、ステークホルダーと協力しながらコミュニケーシ

ョンや情報交換を十分に行い、消費者が安心できるような状況をつくる必要がある。 

 

４－１ コミュニケーションの一般論 

図４－1 は、情報量が増えるにつれて受容度はある程度高まるが、一定以上になると下が

る傾向があることを示している。ナノテクロジーと社会の関係性を研究している人たちは、

科学技術が開発される早い段階から、多くの関係者が皆で関わる（Public Engagement）コ

ミュニケーションが有効であると述べている１４）。 

 

 
図４－１ 情報量と受容度の関係 

 

コミュニケーションの定義は様々であるが、科学に関係する場合がサイエンスコミュニケ

ーション、技術のリスクに関する場合がリスクコミュニケーション、事故など緊急性を要す
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る場合がクライシスコミュニケーションとなり、その関係は図４－２のように定義されてい

る１４）。一番外側にある一般のコミュニケーションが充実すれば、その内側のコミュニケー

ションの有効性が高まっていく。それぞれのコミュニケーションは信頼によりつながってお

り、信頼関係の構築や情報源の信頼性が重要となる。そしてその信頼を深めるためには、リ

スクコミュニケーションやサイエンスコミュニケーションを行うコミュニケーターの養成が

必要である。更に、マスメディアや消費者を対象とした適切な教材づくりや、関係者全員で

共有する仕組みづくりも必要である。 

 

 
図４－２ コミュニケーションの位置づけ 

 

４－２ 消費者の理解促進に向けた取組み 

消費者に効果的に理解してもらうためには、従来の講義型・情報提供型の説明会だけではな

く、参加者と説明者が意見交換や会話をしながら双方向で理解を深めあう体験型・参加型の

仕組みづくりも必要となる。例えば、京都商工会議所では、子ども達の理科離れの解決と京

都企業の環境技術や環境問題への取組みを広く紹介することを目的として、２００２年度か

ら「小学生への環境学習事業」に取り組んでいる（図４－３）１５）。 

またカルビー株式会社をはじめ多くの企業が出張授業という形で学校教育を通じてのコミ

ュニケーションに取り組んでいる（図４－４）１６）。 
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図４－３ 小学生への環境学習事業 

 

 
図４－４ カルビーフードコミュニケーション 

     （出典：カルビー株式会社 ホームページ より） 

 

４－３ 消費者への正確な情報開示 

４－３－１ 化粧品の表示にかかわる規制 

化粧品に関しては２００１年 4月に規制緩和が実施され、企業の自己責任において原則自

由に製造・販売できるようになったのと同時に、情報公開の観点から全成分表示が義務付け

られた。それまでのアレルギーを起こす可能性のある表示指定成分とは異なり、文字通り化
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粧品に配合される全ての成分を表示する必要がある。医薬品医療機器等法第６１条において

全成分や使用期限（適切な保存条件のもとで 3年以内に性状及び品質が変化するおそれのあ

る場合）等は直接の容器又は直接の被包に表示することが定められている（図４－５）１７）。

加えて小売のために包装される場合は外側から見えるようにしなければならない、すなわち

購入者に開示する必要があることが同法第６２条で定められている。 

 

 
図４－５ 医薬品医療機器等法第６１条 

 

 

■医薬品医療機器等法第61条

　 　 解説 その他の根拠
氏名又は名称=
個人で許可を受けたときは、個人名
法人で許可を受けたときは、法人名
住所＝
総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の
所在地

第二号 名称 「製造販売届書」で届け出た製品の名称
第三号 製造番号又は製造記号

第四号 成分の名称 原則、配合されている成分すべて
平成12年厚生労働省
告示第332号

（1）アスコルビン酸、そのエステル若しくは
それらの塩類又は酵素を含有する化粧品

昭和55年厚生省告示
第166号

（2）（1）のほか、製造又は輸入後適切な保存
条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化す
るおそれのある化粧品

昭和55年厚生省告示
第166号

第六号

医薬品医療機器等法第42
条第２項の規定により基
準が定められた化粧品に
あっては、その基準にお
いて直接の容器又は直接
の被包に記載するよう定
められた事項

医薬品医療機器等法第42条第2項の規定により
基準が定められた化粧品であって、その基準に
おいて表示することが定められている化粧品が
対象

第七号
外国特例承認取得者等の
氏名等

医薬品医療機器等法第19条の2第１項の規定に
よる承認を受けた化粧品に限る。

医薬品医療機器等法
施行規則第221条

≪化粧品を箱などに入れて販売するときの注意点≫

化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、
厚生労働省令で別段の定めをしたときはこの限りではない。

その化粧品を更に不透明な箱などに入れて包装すると、医薬品医療機器等法で定められた表示が外からは見
えなくなってしまいます。そのような場合には、その外側の箱や包装紙（外部の容器又は外部の被包）に
も、同様に医薬品医療機器等法で定められた内容の表示事項を記載しなければなりません。

第一号
製造販売業者の氏名又は
名称及び住所

医薬品医療機器等法
施行規則第213条

医薬品医療機器等法
施行規則第213条

第五号 使用の期限
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４－３－２ 情報開示にかかわる他産業の取組み 

飲料メーカーでは製品パッケージにＱＲコードを掲載して製品の品質管理情報を開示し

たり（図４－６）１８）、農産物を販売する店頭に生産者の写真を掲示したりする（図４－７）
１９）ことで消費者の安心につなげている。また消費者からのコミュニケーションを促進する

取組みとしては、化粧品メーカーにおいて商品や美容の相談をＳＮＳ上で気軽に行えるよう

なサービスを取り入れている事例もある（図４－８）２０）。 
 

    

  

 
図４－６ 伊藤園の品質管理情報開示 

    （出典：株式会社伊藤園 ホームページより） 
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図４－７ スーパー・百貨店へのＰＯＰ提供 

    （出典：有限会社漂流岡山 ホームページより） 

 

 
図４－８ 資生堂 お客さまの声を反映する仕組み 

    （出典：株式会社資生堂 ホームページより） 

 

４－４ 油脂産業の課題 

これまで述べたように法規制の整備や、企業から消費者に対して製品の品質・安全性情報
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を提供する取組みはあるものの、油脂産業におけるコミュニケーションは十分とはいえない。

政府関係者、研究者、開発者、流通業者、教育者、消費者等のステークホルダーが協力して、

説明や情報を交換するための体制を構築しなければならない。昨今の品質問題もあり企業へ

の信頼や製品への安心感が揺らいでいる現在では、双方向でのコミュニケーション機会の創

出は喫緊の課題といえる。 

 

４－５ 油脂産業への提言 

油脂産業においても影響力の大きい初等中等教育で、油脂教育を積極的に推進する必要が

ある。従来の科学的な視点での教育に加えて、理科や生物、家庭科、社会科等の教育内容を

再編し、「暮らし」という視点で、油脂の現状を正しく理解し活用するための教育を推進し

なければならない。 

また消費者が直接参加しやすい油脂産業のＳＮＳアカウントを開設することは、未来品質

実現のために有効な双方向のコミュニケーションツールと考えられる。これらのコミュニケ

ーションで得た情報はＩｏＴにより信頼性の高いデータベースとなり、将来的にはそれらの

情報をＡＩで分析して消費者のニーズを見極めることも可能と考える。 

このように油脂工業会館を中心とした油脂関連団体が先頭に立ち、コミュニケーションの

仕組みや方法をつくり、消費者が油脂産業にＡＮＳＨＩＮできる状況を創り出すことが重要

である。また将来的には自己適合宣言に基づくＡＮＳＨＩＮマークの表示なども検討しては

どうだろうか。 
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第５章 ＳＤＧｓ視点からの未来品質へのアプローチ 

 

 われわれは、油脂製品の安全と油脂産業の信頼を基に構築される安心が目指すべき未来品

質の一つであると考えた。そこで着目したのが、持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals：ＳＤＧｓ）の１２番目の目標「つくる責任・つかう責任」である。原

材料の調達・供給から製造、使用、廃棄に至るプロセス全体を通して、継続的な責任ある生

産と消費により、ステークホルダーや社会、環境に貢献することはわれわれ油脂産業メーカ

ーの責務と考える。その社会への貢献が、油脂産業製品に対する安全と信頼を醸成し、業界

の社会的信頼を高める結果、油脂産業製品の安心という品質にたどり着けるものと考えた。

はじめに、ＳＤＧｓの概要について述べる。 
 
５－１ ＳＤＧｓについて 

 ＳＤＧｓとは、すべての人々にとってよりよい、より持続可能な未来を築くための青写真

である。貧困や不平等、気候変動、環境劣化、繁栄、平和と公正など、「誰一人取り残さない」、

持続可能で多様性と包括性のある社会の実現のため、２０３０年限とする１７の国際目標（そ

の下に、１６９のターゲット、２３２の指標が定められている）として２０１５年 9月の国

連サミットにおいて全会一致で採択された（図５－１）。このＳＤＧｓは普遍性（先進国を含

め全ての国が行動）、包摂性（人間の安全保障の理念を反映し「誰一人取り残さない」）、参画

性（全てのステークホルダーに役割を）、統合性（社会・経済・環境に統合的に取り組む）、

透明性（定期的にフォローアップ）の５つの特徴を有する。 
 

 
図５－１ ＳＤＧｓの１７の国際目標 
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われわれが今回着目した、ＳＤＧｓ目標１２の責任ある生産と消費とは、天然資源の持

続可能な管理を達成すること、小売・消費レベルで食品廃棄物を半減させること、生産・サ

プライチェーンにおける食品の損失も減少させること、製品ライフサイクルを通じて化学物

質やすべての廃棄物の環境に配慮した管理を達成し、環境への排出を削減することにより、

ヒトの健康や環境への影響を最小限に留め、資源の再利用による廃棄物を削減すること等を

目指したものである。油脂産業としても資源の消費方法や商品の生産方法等を見直し、例

えばエコロジカル・フットプリント（人間活動が環境に与える負荷を、資源の再生産

および廃棄物の浄化に必要な面積として示した数値）を削減する等の取組みを推進し

ていく必要がある。 

特にＳＤＧｓ目標１２の中で以下に示す３つのターゲットに着目した。 
 

・１２－２ ２０３０年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。  

・１２－３ ２０３０年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人あたりの食料の廃

棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを

減少させる。 

・１２－５  ２０２０年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを

通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境

への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を

大幅に削減する。 
 
そこで、油脂産業の安全、信頼を醸成する手段として、５－２でトレーサビリティ、 

５－３で食品ロスを含む廃棄物削減活動について考察し、行政や他業種の取組みを示すこと

により、油脂産業への提案を行うこととした。 

 

５－２ トレーサビリティによる安心品質へのアプローチ 

トレーサビリティとは、｢その製品がいつ、どこで、誰によって作られたのか｣を明らかに

し、原材料の調達から生産、そして消費または廃棄まで追跡可能な状態にするもので、国際

標準化機構のＩＳＯ９００１で定義が定められている。その役割は、もともと製品の安全性

を保証する意味合いが強かったが、近年では、消費者が捉える製品価値の向上、さらに資源

の持続可能性への貢献といった側面も併せ持つようになっている。そのため、従来の品質保

証の領域にとどまらず、川上から川下までサプライチェーンの課題に対応したマネジメント

システムへと変貌を遂げつつある。本章では、産業界におけるトレーサビリティの役割およ

び技術動向の変化に着目し、油脂産業がＳＤＧｓにいかに貢献していくかを考察していく。 
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５－２－１ トレーサビリティの多様化 

・安全性の保証 

日本では２００１年のＢＳＥ（狂牛病）問題を皮切りに、製品の安全性が一層強く問われ

るようになった。以降トレーサビリティの重要性は食品だけでなく多方面へ広がりをみせ、

自動車や電子部品、医薬品など製造業の幅広い分野においてトレーサビリティの管理が強化

されてきた。しかしながら、データ改ざんなど企業の不祥事が後を絶たず、情報の透明性・

信頼性に対するニーズは一層高まりをみせている。 

・製品価値への貢献 

トレーサビリティの概念が消費者に浸透し、製品情報への関心が高まる中、インターネッ

トやＳＮＳを介して、生産者の顔や工程情報にアクセスできる仕組みが充実してきた。その

結果、ミレニアル世代を中心に、生産工程を含めて気に入り納得した製品を購入するという

消費動向がみられる。このようにトレーサビリティと消費者の関係性が多様化している点は

興味深い。 

・資源の持続可能性への貢献 

２０１８年１１月１４日、国際連合と東京２０２０組織委員会は、東京２０２０大会を通

したＳＤＧｓの推進協力に関する基本合意書に署名した。組織委員会は、ＳＤＧｓ が掲げる

持続可能な消費および生産の形態が確保された社会の実現に向けて、「持続可能性に配慮し

た調達コード 基本原則」を策定し、デリバリーパートナーやサプライヤーを含め広く社会に

持続可能性を重視する姿勢が定着するよう働きかけている。つまり、２０２０年大会を機に、

原料の生産・調達の質を問う消費者が増加し、「４つの原則」に貢献できるサプライチェーン

マネジメントシステムの整備は業界全体で取り組むべき課題になると予想される。 

＜４つの原則＞ 

（１）どのように供給されているのかを重視する 

（２）どこから採り、何を使って作られているのかを重視する 

（３）サプライチェーンへの働きかけを重視する 

（４）資源の有効活用を重視する 

・プラットフォーム構築の動き 

国内では、経済産業省主導でＲＦＩＤ（Radio Frequency IDentification）を用いたサプ

ライチェーン情報共有システムの実証実験が開始されるなど、サプライチェーン一気通貫の

プラットフォーム構築と技術開発が活発化している。この取組みは、在庫情報の可視化でサ

プライチェーン各層の連携を強化し、効率的な物流とフードロス削減を実現するとともに、

製品の正確なトレーサビリティと端末からのアクセシビリティ強化を目指すものである。現
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状、実証実験の対象は小売店舗などＢｔｏＣの業態にとどまっているものの、ＳＤＧｓ貢献

性を高めるという観点から、近い将来、川上への展開が予想される。 

 

５－２－２ 他産業の取組みと技術動向 

・水産業のＳＤＧｓの取組み２１） 

水産業においては、持続可能な水産資源利用のため、天然水産物の漁業認証と養殖認証の

二種類が存在する。世界には少なくとも１４０以上の水産エコラベルが存在するといわれて

いるが、欧米ではＭＳＣ（Marine Stewardship Council：海洋管理協議会）認証とＦＯＳ

（Friend of the Sea）認証が主要な水産エコラベルとして認知されている。水産認証はこれ

ら漁業者・養殖業者を認証する制度と、認証されたそれぞれの水産物のトレーサビリティを

確実にするためのＣｏＣ（Chain of Custody：加工流通過程の管理）認証よりなる。国内で

も大手小売業者が取扱いを増やすなど、認知度が徐々に高まっている。また、日本の実態に

合わせた日本発の漁業認証ＭＥＬ、養殖認証ＡＥＬもあり、認証自体の国際的な信頼性を高

めることを含め、東京オリンピックを契機に水産庁を中心とした普及活動が進められている。 

 

 
図５－２ 水産認証のしくみ 

    （出典：水産庁「水産エコラベルをめぐる状況」より改変） 
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・ブロックチェーン技術による信頼性向上 

ブロックチェーンは、その取引履歴の保護性・共有性・透明性の高さから、正当性・信頼

性を担保するのに優れた仕組みである。その特性を生かし、サプライチェーン、スマートコ

ントラクト、シェアリングエコノミーなどのセグメントへの適用が検討され、あらゆる「品

質保証」に活用されるインフラ技術として期待されている。 

生産・加工・流通・販売の過程で複数の関連業者の介入がある場合、正確に網羅的に情報を

追跡するのは限界があった。生産・流通に関するあらゆる経過情報をブロックチェーン上に

細かく記録し、サプライチェーンの透明化を図るとともに、随時アクセス可能なシステムを

築く方向で技術開発が進んでいる。将来的には、消費者側は、カメラで商品パッケージに付

いたＱＲコードをスキャンするだけで、その商品の原材料や産地、輸送経路、輸送時の温度

や湿度などの管理情報にアクセスできる、企業側は、潜在的リスクの予測・予防や問題発生

時の分析に活用できるようになるなどのメリットが期待される。 

食品のトレーサビリティを例にとると、取組みが進まない理由として「作業量が増加する」、

「販売に影響がない」、「消費者からの要望がない」、「伝票類の保管場所が必要」などが

挙げられている２２）。近年発達してきた技術として、ブロックチェーン技術をトレーサビリ

ティに活用する実証実験がいくつか進められている。ブロックチェーンは仮想通貨のために

作られた技術だが、その特性は仮想通貨にとどまらず様々な分野への活用が模索されている。

ブロックチェーンは「分散型台帳技術」とも呼ばれるが、データを中央集権的ではなく分散

させることを特徴とする。参加者全員でデータを共有するため改ざんがしにくい、システム

障害に強い、などのメリットを持つ。すでに国内においても農産物やジビエのトレーサビリ

ティに関する実証実験が行われている。 

 

図５－３ ブロックチェーンの仕組み 

中央集権型台帳システム 分散型台帳システム 
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伊藤忠商事は、天然ゴムのトレーサビリティにブロックチェーンを活用、実証実験を予定

している２３）。天然ゴムは主にタイやインドネシアなどの東南アジアで生産され、約７割が

タイヤに使われている。生産者からタイヤメーカーへの納品まで複数の事業者（集荷業者、

輸送業者）が関わっており、高い透明性が求められている。スマートフォンアプリを利用し

て、受渡者間で取引内容の相互認証を行い、日時や位置情報などと合わせてブロックチェー

ン上に記録する仕組みに加え、各事業者の協力を促すため、正しく記録した取引に応じて対

価を支払う仕組みも用意する計画である。 

 

 
図５－４ ブロックチェーンを活用した天然ゴムのトレーサビリティ実証実験イメージ 

 （出典：伊藤忠商事株式会社 ホームページより） 

 

・アグリテックとブロックチェーン 

入力されるデータ（商品の産地や管理状態など）自体が間違っていればブロックチェーン

技術も意味がないが、最先端の情報通信技術を取り入れた「アグリテック」と呼ばれる農業

手法との組み合わせは、信頼性向上に有効と思われる。 

「アグリテック」は、計測データと分析結果による科学的根拠に基づいた農業で、従来の勘

と経験のみに依存した農業から徐々にシフトし始めている。その牽引役を果たしているのが、

農業用ＩoＴセンサーの急速な普及である。ＩoＴセンサーを設置すれば、農地の気温、湿度、

日射量、二酸化炭素濃度、土壌の成分・水分量・水素イオン濃度といった様々なデータを計

測し、どんな状態のときに収穫量や品質が上がるのかを分析できる。デバイスメーカーが提
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供するセンサーだけでなく、センサーを組み込んだ農業機械を提供する農機メーカーもある

ほど、農業ＩoＴシステムを利用可能な環境は整備されつつある。 

ＩoＴシステムのデータを活用できる農業向けクラウドサービスも増え始めている。地図

情報システムと連動し、場所ごとの作目・品種、生育状況などの圃場管理、日々の農作業、

灌水量、施肥量などを記録する営農管理といった機能の備えたクラウドサービスも登場。こ

れにより、従来「篤農家」に限られていた技能の伝承や判断の見極めを一般農家でも行える

ようになった。 

 近年、電通国際情報サービス（ＩSＩＤ）は、ＩoＴセンサーから得られた環境情報や耕作

記録など農産物に関する情報を店頭で購入する際にその場で確認できるトレーサビリティシ

ステムを開発した。現在実証段階だが、農家は作付、収穫、肥料・農薬の使用、土壌や農産

物の品質チェックなどを認証のもとに実施しており、実証実験ではこれらすべての履歴をブ

ロックチェーン上に記録する。消費者は農産品が産地限定であること、厳しい認定基準に基

づいて生産されたものであること、それらの履歴が改ざんされていないことをインターネッ

ト上で確認でき、農産物に取り付けられたＱＲコードとＮＦＣタグにより、スマートフォン

を使い生産管理情報を閲覧できる仕組みになっている。 

 

５－２－３ 油脂産業の現状と課題  

・ＲＳＰＯ認証パーム 

世界の植物油生産量１億９０６８万トンのうち、パーム油は半数以上を占める。パーム油

自体が環境に優しい方法で生産されているかどうかを保証する枠組みとして、「持続可能な

パーム油のための円卓会議（ＲＳＰＯ）」がある。パーム油資源の持続性を高めるには、現地

の作業環境、安価な賃金体系、焼き畑による開墾など、環境と社会問題に対応した改革が求

められるが、本質的な解決には至っていない。ＲＳＰＯに参加するプランテーションや関連

企業は増加傾向であるものの、現状の認証率は低い水準にあり、持続可能性の基準を満たす

パーム油の生産は全体のわずか１７％と報告されている。実際、先駆的取組みができている

のは大規模生産者が主体で、５０ｈａ以下の小自作農約３００万人中、持続可能な生産を行

っているのは４.６％にとどまる。また、消費者の手元に届くまでに関わる企業の責任は問わ

ない側面もあり、搾油所によっては、ＲＳＰＯ認証油と非認証油の区別なく供給される。 

・新たな認証の枠組み 

持続可能なパーム油について、ＲＳＰＯ以上の基準をつくり始めている企業もあり、これ

らの企業に対するＲＳＰＯnextという認証もある。ネスレは、「責任ある調達」戦略により、

購入したパーム油の５０％を農園まで、９２％を搾油工場までさかのぼって追跡できる仕組
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みを運用している。ユニリーバーはネスレの３倍近い量のパーム油を調達しているが、現在

は全体の７８％を搾油所まで逆のぼって追跡できる他、北スマトラにあるパーム油精製自社

工場に１億３,０００万ユーロ（約１６８億円）の投資により、サプライチェーン管理の向上

に努めている。パーム油の認証にブロックチェーンを活用する取組みも始まっている。マレ

ーシアは国家としてパーム油産業にブロックチェーンを導入することを検討している。また、

パーム油のサプライチェーンを透明化するためブロックチェーンを活用するアライアンスも

昨年発足している。この取組みには油脂産業会館会員企業である花王も参加している。 

・日本の油脂産業の課題 

日本の油脂産業の場合、ＳＤＧｓに貢献するような包括的なシステムが十分整備されてい

るとは言い難い。主要な油脂原料を輸入に頼り、加工の過程で様々な原料を使用する複雑な

サプライチェーンでありながら、トレーサビリティの向上は各企業努力にゆだねられている

点、さらにＲＳＰＯなど認証制度に対する消費者認知度が低い点を改革していく必要がある

と考える。 

   

５－３ 食品ロスおよび廃棄物削減による安心品質へのアプローチ 

５－３－１ 食品ロスの現状と課題 

 「食品ロス」とは本来食べられるのに捨てられる食品であり、我が国の食品ロスの状況

は、年間６４６万トン２４)であり、内訳は事業系廃棄物由来約３５７万トン、家庭系廃棄物

由来２８９万トンである。 

日本におけるその他の食糧課題は、 

①日本は食料自給率（カロリーベース）が３８％であり、食糧を海外からの輸入に大きく  

 依存している２５)、 

②市町村および特別地方公共団体が一般廃棄物の処理に要する経費は約２兆円/年であり 

 食料を含む廃棄物処理に多額のコストを投入している２６)、 

③食料が消費支出の１/４を占めており家計負担が大きいこと 

が挙げられる２７)。 

 一方世界の食料廃棄量は年間約１３億トンであり、人の消費のために生産された食料のお

よそ１/３を廃棄している２８）。 

この食品ロスの問題は、ＳＤＧｓの重要な柱として国連の持続可能な開発のための２０３

０アジェンダで言及され、Ｇ７農業大臣会合及び環境大臣会合（２０１６年）で、各国が協

調し、積極的に取り組んでいくことで合意されている。 
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すでに食品ロス削減の取組みを積極的に推進している食品業界に比較すると、油脂産業で

の今後のさらなる取組みが必要と考えられる。油脂産業は食品産業において原材料や油脂加

工品を供給する立場で関わっていることから、食品メーカーや流通業界とともに、食品ロス

の削減をさらに推し進めることが必要である。 

また一方で、われわれは各原材料や油脂加工品のライフサイクルを通じ、環境上適正な化

学物質や全ての廃棄物を管理した上で、化学物質や廃棄物の環境への放出を削減する努力を

行っていることは事実であり、今後もさらに進めていくべき課題と考えられる。 

 

５－３－２ 食品ロスに対する政府の取組み 

政府は食品ロス削減に向けて関係省庁の連携（食品ロス削減関係省庁等連絡会議）によっ

て食品ロス削減に向けた様々な取組みを推進している（図５－５）。 

 

 
図５－５ 食品ロス削減に向けた政府の取組み（概要） 

 

以上より、政府の食品ロス削減に向けた取組みは下記４つに大別される 

・食品ロスの発生量（推計）把握と、廃棄内容およびその要因の分析 

・事業者の取組み支援 

・フードバンクの支援 

・食品ロス削減の啓蒙活動 

 

まず政府の「事業者の取組み支援」の例を示す。 

食品ロスは個別企業ごとの取組みだけでは解決が難しく、食品に関係する企業全体で解決

に取組むことが必要なため、政府は、「食品ロス削減のための商習慣検討ワーキングチーム」

消費者庁
事務局

文部科
学省

農林水
産省

経済産
業省 環境省

食品ロス削減関係省庁等連絡会議
消費者庁を事務局として関係省庁の
連携により食品ロス削減に向けた取組み
を推進

食品ロス発生量（推計）の把握及び
商品ロスの内容・発生要因の分析

商習慣の見直し等、製造や販売の過程
で生じる食品ロス削減のための事業者の
取組みを支援

フードバンク活動の支援

食品ロスの削減に貢献した事業者等への
表彰

消費者への啓蒙活動

地方公共団体の取組み事例の紹介

学校における食育・環境活動の推進
食育の推進としての普及活動

食品ロス削減全国大会の開催

食品ロス削減に向けた国民運動の展開
～NO-FOODLOSS プロジェクト～
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をつくり、食品ロスの現状や発生要因を調べ、対策として納品期限を決めるルールおよび賞

味期限の年月表示の見直しの検討を進め、流通廃棄の削減に取組んでいる。 

経済産業省主催の協議会（食品メーカーからキリンビールや味の素、卸から三菱食品や伊

藤忠食品、小売りからイトーヨーカ堂やローソンが参加）では、年月表示の対象品目や実証

事業の方法を検討している。農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課では、食品関連事

業者の更なる取組みを推進することを目的として、「食品ロスの削減に資する容器包装の高

機能化事例集」をまとめ、食品製造工程の改善による賞味期限の延長に加え、新たな容器包

装資材の開発や、パッケージの構造の工夫、またはこれら複数の取組みを組み合わせるなど

といった容器包装技術の活用を広く消費者に紹介している。 
  
次に「フードバンク支援」（手引書の作成等）の例を示す。 

フードバンク活動とは、生産・流通・消費などの過程で発生する未利用食品を食品企業や

農家などからの寄付を受けて、必要としている人や施設等に提供するという米国で始まった

取組みで、既に約５０年の歴史がある。 

我が国では、「食品ロス削減」と「食のセーフティネット」の必要性を背景に、２０００

年代半ばから活動が広がり、平成２９年１月時点で７７団体が活動している（図５－6、図

５－7）。政府は食品の品質管理やトレーサビリティに関するフードバンクの適切な運営を

進め、信頼性向上と取扱数量の増加につなげるため、フードバンク活動における食品の取扱

い等に関する手引きを作成（平成２８年１１月４日公表）し、支援を図っている。 
 

 
図５－６ フードバンクの役割 

    （出典：流通経済研究所による平成２９年度ヒアリング調査とフードバンク関西 

    「品質管理規定-安全な食品取扱いのために－」をもとに、同研究所作成。） 

食品提供事業者 フードバンク 受取先団体等

・品質に問題のない
食品の提供
・通常であればリサイク
ルや廃棄処理に回る

・物流
・需給マッチング
・食品の安全管理
・トラブル防止・対応

・支援を必要とする
人たちを支える

食品ロス削減・廃棄処理コスト削減

食のセーフティネット構築への貢献

フードバンクは食品提供事業者から、品質に問題のない食品の提供を受け、
食品を必要とする団体等に寄贈することにより、食品ロス削減や食のセーフティ
ネットの構築に貢献
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 図５－７ フードバンク活動による食品ロス削減量 

 

環境省では食品ロスポータルサイトにおいて、消費者、自治体、事業者に向けての情報提

供を、消費者庁のウエブページにおいては食品ロスに関する自治体や民間等の取組みを紹介

し、食品ロス削減の普及啓発を進めている。 

最近（２０１９年３月時点）では、食品ロス削減及びフードバンク支援を推進する議員連

盟など超党派の国会議員らが成立を目指す食品ロス削減推進の議員立法が大詰めを迎えた。

近く開く議員連盟の会合で法案を固め、２０１９年の通常国会に提出、早期成立を目指して

いる動きもあり、活動がさらに活発化している。 

 

５－３－３ 食品ロスに対する他産業の取組み 

・食品ロスの削減について食品業界のそのほかの取組みとして、技術の改良による賞味期限

の延長や、納品期限の見直し再検討といった商習慣の見直し、リサイクル・リユースなど新

たな仕組みの創出などが挙げられる。 

 

・包装容器の改良による賞味期限の延長：キユーピー株式会社 

キユーピーでは、マヨネーズおよびマヨネーズタイプは、長期間保存すると未開封の状態

でも空気中の酸素が容器を通して入り込み、中身の植物油を酸化させ、風味が劣化すること

でおいしさの低下につながることが課題と認識し、容器プラスチックの多層構造に、酸素を

遮断する機能を持つ酸素吸着層を挟み込み、容器包装の高機能化技術により、賞味期間の延
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長に成功し、流通や消費段階での食品ロス削減に貢献している。 

・商習慣の見直し（納品期限見直し）：商習慣検討ワーキングチーム 

食品製造業、食品卸業、食品小売業の企業等で構成したワーキングチームによる個別では

解決困難な過剰在庫、返品等の商習慣に起因する食品ロス削減のための取組みが平成２４年

（２０１２年）から開始された。 

小売店などが設定するメーカーからの納品期限、および店頭での販売期限を製造日から賞

味期限までの期間を３等分して設定する３分の１ルールについて、飲料・菓子の一部品目の

店舗への納入期限を２分の１に緩和し、返品や食品ロス削減量の効果測定を実験した（図５

－8）。 

 

 
図５－８ 商習慣の見直し例 

 

 その結果、清涼飲料と賞味期間１８０日以上の菓子は納品期限緩和による廃棄リスクが少

なく、食品ロス削減効果として飲料で年間４万トン（約７１億円）、菓子で年間０.１万ト

ン（約１６億円）と推計した２９）。 

なお、平成３０年（２０１８年）には食品ロスの発生率が高い日配品（パン）についての

取組みが開始され、メーカー・小売業での検討が進められている。方向性としては、小売業

での発注精度を高め、メーカーとの情報共有を早期化し、メーカーでの受注生産を行うこと

が望ましいとして、フードチェーン全体での食品ロス削減を目標としている。 
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・新しい仕組みづくり（リサイクル）：イオングループ 

食品廃棄の対応は、経営課題であると同時に、社会的責任の観点からも重点化すべき課題

であり、小売りに対して食品廃棄物への本格的な対応が問われている認識のもと、フードロ

スチャレンジプロジェクトを立ち上げている。これは、フードロス（食料のロス・廃棄）に

ついて、生活者、行政、生産者、ＮＰＯ、学識者等、マルチステークホルダーと共同で考

え、解決を目指すプロジェクトと位置付け、食品ロスが発生する、「生産」「加工」「流

通」「消費」それぞれのステークホルダーで実施できるコンテンツを提案し、フードロスと

いう「自分事化」が難しいテーマについて、お客さまが楽しく気軽に情報を得て、考えそし

て行動するきっかけをつくるという視点で取組みを行っている。 

また、各店舗から出た食べ残しや売れ残りといった食品廃棄物と同社の惣菜等を生産して

いる関連会社から出た調理くず等の食品廃棄物を収集運搬業者が収集し、木くずと混ぜて、

肥料化し、その肥料を使ってイオングループ直営農場にて野菜を生産。生産された野菜の一

部は店舗で販売、一部は関連会社にてお惣菜に加工され、各スーパーの店舗で販売されるこ

とにより、食品リサイクルループを形成することで廃棄物ゼロ化を目指している３０）。 

 

５－４ 油脂産業への提言 

 安全と信頼に基づいた未来品質を目指してＳＤＧｓの３つのターゲットを達成するための

取組みの観点から、トレーサビリティ、食品ロスを含む廃棄物削減活動の現状と方向性、行

政や他業種の取組みを考察し、以下に油脂産業へ提言する。 

 

５－４－１ 油脂産業とトレーサビリティ 

ＳＤＧｓ貢献性の観点で、われわれが目指すべきサプライチェーンマネジメントシステム

とは何か。透明性・信頼性の高い情報を消費者まで届ける仕組みにより、認証油やそれを使

用した製品の価値を高め、さらに、価値に見合った適正なインセンティブが還元される仕組

みにより、現地農園の環境・社会問題を解消する足掛かりとなることを満たす、双方向性の

システムである。 

そこで、油脂産業においてもブロックチェーンを活用したトレーサビリティシステムの導

入を提案したい。日本の油脂産業の場合、パーム油の生産者や加工業者、関連製品メーカー

を含むサプライチェーンは一層複雑で、原産地の小規模農園までたどる明確な手段がない。

海外と国内のトレーサビリティシステムをブロックチェーンで連携させた、油脂産業共通の

仕組みを持つことができれば、最終製品に持続可能な原料を使用していることを証明するこ

とも容易になる。あらかじめ定められた農法で生産されているかどうか、適切な雇用状況や



30 
 

労働条件で実施されているか、すべてブロックチェーンに記録・管理し、情報公開する仕組

みを構築する。さらに輸送から加工過程、販売・提供等までの流通工程まで広げ、サプライ

チェーンの下流から上流に対する評価システムと連動させて、関係業者の取組みの質を向上

させていく。このように透明性・信頼性の高い双方向性のシステムで農園から消費者までを

つなぐことで、認証油の価値を高めつつ消費者の認知・需要を喚起し、生産から流通に関わ

るあらゆるステークホルダーの持続的な利益性向上とＳＤＧｓへの貢献が期待される。 

 

5－4－2 油脂産業と食品ロス削減の関わり 

われわれ油脂産業においては、原料調達や食品・工業分野への製品供給、さらには省エ

ネ、リサイクル・リユースまで、サプライチェーンに関わるあらゆる点で、ＳＤＧｓに資す

る取組みを、各企業レベルで大なり小なり行っているものと考えられる。 

省エネ・再エネ、気候変動対策、循環型社会、食品廃棄物の削減や活用、持続可能な消費

の推進、農業における環境保護など、油脂産業に携わる各企業共通の課題もある。 

油脂産業は食品分野から工業分野まで幅広い分野において、中間原料から末端消費材まで

手掛ける産業であり、食品廃棄物の削減については、主にＢｔｏＢでのビジネスの立場にあ

る。そのため、われわれの顧客である末端消費財（食品）を供給する立場にある各メーカ

ー、さらにその先の小売り、流通、消費者、廃棄業者などで食品ロス削減の取組みが先行し

ている。加工食品業界においては、一般消費者が直接的に日常摂取する「加工食料品」の廃

棄ロスを削減するという、比較的わかりやすい事象であること、世界の人口が将来増大する

という、比較的確実な未来事象から、食糧危機、資源枯渇が危惧されるという観点から、優

先的に取り組む必要性が高い事項である。そのために、官公庁、業界、消費者が現状の改善

に向けた取組みを進めやすい課題である。 

以上の背景より、われわれ油脂産業はＳＤＧｓ目標の達成、食品ロス、廃棄物ロス削減を

具現化することで社会に貢献することで、業界全体の信頼を高めていくことが安心品質（未

来品質）に結びつく一つの方法であると考えた。そのためには何をすべきかを以下に考察す

る。 

 ＳＤＧｓの視点から油脂産業の未来品質に結びつけるための取組みについて、以下の３点

を提案する。 

 

１）無駄なモノを作らない（需要予測で食品ロスを減らす） 

食品ロス問題を解決するために日本気象協会の気象データを活用した精度の高い需要予測

を行うことも考えていくべきと考えられる。ＡＩを活用して、過去の「どのような天気」に
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「どのような商品」が「どれだけ売れたか」という関係を分析することによって、気象予測

に基づき「いつ」「どのような商品が」「どれだけ売れるか」を、高い精度で予想すること

ができるようになっている現状を油脂産業にも応用できないだろうか。精度の高い需要予測

を開発できれば、メーカーはこれまで発注量を見込んで生産を行ってきた方法を改善し、過

剰在庫を回避することができ、廃棄の削減につながるものと考えられる。現在、経済産業省

の補助事業として行われているが、積極的に取組んでいくことも一案と考えられる。 

 

２）作ったモノを長持ちさせる（消費期限の延長、包装容器の改良など） 

加工食品分野において食品ロス削減の取組みが拡大しているなかで、食品メーカーに原料

を供給するという油脂産業の立場として、消費期限の延長、納品期限の見直しに結びつく

取組みや処方開発技術、包装容器技術の開発も進めていくべきと考える。食品ロス

の削減に資する容器包装の高機能化事例集（農林水産省）の考え方をわれわれが提供する

商品に応用し、環境を考慮した無駄を減らす取組みを考えていきたい。また行政と

の取組みは、油脂産業として「食品ロス削減を目指した商習慣検討ワーキングチーム」

やNO-FOODLOSSプロジェクトの取組みに参画し、行政・他産業（流通等）との連携を強

化すること、消費期限の延長を目的とした「次世代包装容器プロジェクト」を包装容器業界

と設置し、技術開発を推進することを提案する。 

 

３）作ったモノが残らないようにする（食品ならばフードバンクの活用など） 

賞味期限前の返品された食品等に関しては、行政やフードチェーンと協力しフードバンク

活動（生産・流通・消費などの過程で発生する未利用食品を食品企業や農家などからの寄付

を受けて、必要としている人や施設等に提供する取組）を通じて食品ロスの削減と社会貢献

が行えるのではないかと考えられ、油脂関連食品の有効利用をあらためて見直すことが必要

である。また食品以外の商品に関しても商品バンクとしての取組みを提案することも一つの

考えである。これには行政、流通、フードバンクもしくはそれに代わる組織との連携が必要

となり、油脂工業会としてまずはフードバンクを目的に関連各署にアプローチし、その後に

新たな商品バンクを提案することも一つの方法である。 

 

油脂産業において３Ｒの推進、循環型社会に対する取組みは、ＳＤＧｓ達成にむけた取組

みといえる。ＳＤＧｓ推進本部は、２０３０年ＳＤＧｓ達成にむけて、日本のＳＤＧｓモデ

ルを積極的に世界に発信することを計画しており、２０２０年東京オリンピック・パラリン

ピックや２０２５年大阪・関西万博を絶好の機会として位置付けている。 
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 ＳＤＧｓが創出する市場・雇用を取り込みつつ、国内外のＳＤＧｓを達成し、日本経済の

持続的な成長につなげていくという、日本政府、経済界の未来思考に協調し、日本の油脂産

業の位置付けをより確固たるものとするために、業界を挙げての取組みも重要と考えられる。 
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第 6章 感動品質 

 

感動品質という言葉は、様々な文献で取り上げられているが、学術的な定義が記載された

資料は見つかっていない。われわれはここまでの議論を通し、感動品質を「顧客の要求事項

を超えて、感動を呼び起こす程度」と考えることにした。以下、油脂産業における現状と課

題を整理して提言する。 

 

６－１ 油脂産業における現状と課題 

油脂産業が対象とする製品は主にマーガリンや油脂硬化油などの食品、洗剤・石鹸や化粧

品などの生活必需品である。消費者が日々使用するものであるから、各社とも消費者の恩恵

につながるような付加価値を訴求し続けている。その努力もあり、髪が早く乾くシャンプー

など、これまでにはない付加価値を訴求した製品の上市など、コモディティ商品の付加価値

を高めるような商品開発が進められている。このように消費者が持っている隠れたニーズを

掘り起こし、満たそうとする取組みの中で、まずは消費者が製品に対してどう感じるかに焦

点を当てた開発事例を紹介する。 

 

６－１－１ 使いごこちの良いリンスインシャンプーの開発 

リンスインシャンプーなどの化粧品は機能と共に嗜好性が重要であることから、嗜好性に

影響する「髪のなめらかさ」、「指どおりのよさ」などの感性を代表する指標を利用者が実際

に使用する場面を想定し、使用者の感じ取る感覚に近い条件を設定し評価している３１）。熟練

した評価者が項目ごとに設定した評価軸に従い、5 段階もしくは７段階の評価を行う。製剤

間の性能比較を客観的に行うとともに、製品開発時の性能目標を数値化することが可能なこ

とから、官能評価を物性値に置き換えて定量的にとらえる努力がなされている。毛髪表面に

対する感触付与効果を評価する方法としては、なめらかさの指標として毛髪表面の摩擦係数

の測定や、すすぎ時のくし通し荷重計測などが行われている。また、化学処理によりダメー

ジを受けた毛髪は表面が親水化することから、毛髪のなめらかさが損なわれたり、きしみが

生じたりする。そこで毛髪表面に対する水の接触角を測定することにより、毛髪の最表面の

疎水性の度合いを数値化しダメージの修復効果が評価されている。 

 

６－１－２ フレッシュ感を伴うトマトジュースの開発 

カゴメでは、トマトを搾った瞬間の「搾りたて」が最もおいしい品質項目と考えているも

のの、商品を開発していくためには「搾りたてのおいしさ」という定性表現だけでは目標品
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質が定まらず、不十分である３１）。この「搾りたてのおいしさ」を追求していくためには、求

める姿が見えるようおいしさを定量化していく必要があり、カゴメでは味や香りなど官能的

な特性を定量的に評価する定量的記述分析法（ＱＤＡ法）やトマトジュースのおいしさの重

要な指標である香り（フレーバー成分）の同定に取り組んでいる。ＱＤＡ法は、味覚や嗅覚

が優れた評価者による分析により、自らが作成した特性用語（甘い香り、フレッシュな香り

など）に基づいてその特性を定量化する方法である。トマトの香味特性の可視化を試みた事

例を示す（図６－１）。ＱＤＡ法をとりいれたことで品質を的確な言語で正確に定量化できる

ようになり、トマトジュースの特性を正確に把握することが可能となった。 

 

 
図６－１ トマトのＱＤＡ法の実施例  

 

６－１－３ 油脂産業における課題 

このように感覚や優れた評価者による官能評価は既に一般的な評価手法として普及してお

り、消費者の立場に立った商品開発に応用されてきた。人間の感じ方に着眼点をおいた感性

工学を取り入れる動きも活発である。感性工学とは、「人間のイメージを具体的な物理的なデ

ザイン要素に翻訳してそれを実現する技術」のことであり、今表現しようとする感性を調査

分析し、それがどのようなデザイン要素によって総合的に表現できるかを考える学問である 

３２）。そして、感性価値創造に向けて、感性の状態の計測、感性のモデル化、感性の評価とデ

ザインという枠組みで取組みが進められている３３）。しかし、これらの手法においては、評価

者が人間であることが弱点となり、測定精度および再現性の確保が難しい。 

さらに、これまでの研究対象は製品やサービスを利用した際の人間のインプット形式であ

る「感覚」や「感性」の改善に努力が費やされてきたように考えられるが、今後は、それを

利用した人間が自身の中でインプット情報を咀嚼し、どのような「感情」がアウトプットと
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して沸き起こるかというような点も着目されていくだろう。特に未来品質が対象とする感動

は、感情の中でも特殊な存在であり３４）評価対象としている事例は多いとはいえない。 

 

６－２ 他産業や行政等の取組み 

油脂産業でどのような取組みが可能かについて模索していくため、他産業や行政等での取

組み事例を参考にする。ここでは、特に取組みが進んでいるサービス業での事例を紹介する。

感動そのものを評価しているわけではないが、以下の事例において高い評価を受けたサービ

スを利用することにより、利用者の感動の程度や確率が高くなることが期待できるものと思

われる。 

 

６－２－１ おもてなし認証規格 

 経済産業省では、サービス品質の見える化を目的とした「おもてなし認証規格」を創設し

た３５）。顧客・従業員・地域社会の満足度を高めるための取組みとして設定された３０項目へ

の適合を確認し、有償認証を含む 4つの認証において必要な基準を満たすことで、マークや

登録証または認証書を取得し、利用者に対して、サービス品質を表示する。 

これにより、 

 ①質の高いサービス提供を行っている事業者の見える化支援 

 ②質の高いサービスを提供したいと考える事業者への手引きの提供 

 ③消費者の高品質なサービス享受の機会増加の実現 

を図るものである。 

この認証は大きく 4段階存在し、 

 紅認証：サービス向上の取組に意欲的なサービス提供者（自己適合宣言） 

 金認証（ ★ ）：お客様の期待を超えるサービス提供者（第三者認証【有償】） 

 紺認証（ ★★ ）：独自の創意工夫が凝らされたサービス提供者 

（第三者認証【有償】） 

 紫認証（★★★）：お客様の期待を大きく超える「おもてなし」提供者 

 （第三者認証【有償】）３６） 

の区分となっている。 

「期待を超える」程度を評価することは、まさに感動を評価することになると考えられる。 
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６－２－２ ミシュランガイド 

 ミシュランガイドは１９００年に自動車運転者向けのガイドブックとしてフランスで発刊

されたが、今ではレストランの評価を星の数で表し、大きな影響力を持つ３７）。 

星が多いほど評価が高く、 

 １つ星：その分野で特に美味しい料理 

 ２つ星：きわめて美味であり遠回りをしてでも訪れる価値のある料理 

 ３つ星：それを味わうために旅行する価値がある卓越した料理 

という意味を持つ。 

これは、感動を数値化（見える化）する手法の一つであると考えられる。このように、サー

ビス業においては、顧客のニーズと感動レベルが密接にかかわっているため、第三者によっ

て点数化する動きが整っている。 

 

６－３ 油脂産業への提言 

以上述べてきたように、小さな感動であっても消費者にもたらすことができれば、その消

費者のＱＯＬ（生活の質）の向上に寄与するものと思われる。また、消費者の選択肢が多様

化する中、選択肢の幅を広げるという意味も含めて、感動に関わる指標が必要であると考え

る。感動は、人間の感情の一つであるから、それと製品開発に結びつけるには、人間の心理

現象を理解するための心理学と最適なモノづくりにつなげるための工学の両側面が必要であ

る。心理学と工学の関係を示す（図６－２）３８）。 

 

 
図６－２ モノと人間に関わる学問領域 
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感動の心理学的側面について、戸梶によれば、感動を引き起こす条件３４）のうち、モノに

関係するものをピックアップすると「努力・苦労の成就」、「期待・希望が実現すること」、「意

外・予想外なこと」、「今までにない経験であること」などがあり、感動と密接に関係する感

情は喜び、悲しみ、驚き、尊敬の４つある。いくつかの感動モデルが提案されている。 

例として最も頻度の高い喜びを伴う場合のモデルでは、 

①ポジティブ事象（達成・成就など）を含む 

②結末に至るまでのプロセスに関する知識を有する 

③結末への関与度が強い 

④途中経過における結末の成否に対する期待と不安がある 

⑤心身の緊張と緩和を伴う 

という一連の流れを含むものである。 

近年では感動をテーマにした研究も行われてきており、その研究成果が生かされた事例も

ある３９）。例えば、酸味が記憶に残りやすい味覚要素であることが判明し、その成果がサイダ

ーの開発に至っている４０）。感動の評価に関しては、ＮＩＲＳ（近赤外分光法）を用いた脳機

能測定、心電計、発汗計、サーモグラフィなどによる自律神経系の活動の評価、アイマーク

レコーダーによる視線解析、などの生体反応測定を複数組み合わせて、心の動きを評価する

ためのデータ取得し、官能評価結果との総合的な分析をする等の試みが進んでいる４１）。 

一方で、感性検索／感性推薦と呼ばれる人々が自分の求める情報に簡単かつ迅速にアクセス

できるように支援する仕組みに関する研究が注目を集めている３３）。 

 

油脂産業においても、従来からの品質概念を脱却して、顧客の想定以上の感動のレベルを

新たな品質と組み入れるためには、感動を客観的・定量的に評価できなければならない。す

なわち、消費者が感じる「おいしさ」、「気持ちよさ」、「うれしさ」といった、心理および主

観的感覚を、測定できる手法の確立が必要である。以下に油脂産業への提言を述べる。 

 

６－３－１ 感動品質の客観的評価の確立 

６－１－４で示した感動を評価する際の再現性の課題である「評価者が人間である限り測

定ごとにぶれが生じうる」件については、既存の感性を評価手法の活用と測定機器の性能向

上やＡＩなどの解析技術の利用により客観的で再現性のある評価が今後可能となっていくこ

とが予測できる。既存の感性評価手法の一つとして、ＳＤ法（セマンティック・ディファレ

ンシャル法）がある。これは「良いー悪い」などの対になる形容詞の組を複数個用意し、評

価概念を複数の形容詞に分解してプロファイル・数値化する方法である４２）。この手法を活用
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することにより感動という感情を複数の形容詞の概念に分解し、測定対象を具体化すると同

時に、測定や解析技術の向上とのシナジーによって再現性の高い評価結果が得られるものと

期待する。 

また、評価機関に関しては、企業規模によっては経済的に困難な場合がある。また、中立

的な立場での評価は消費者の安心に不可欠とも考えられることから、評価を行う主体を製品

の製造者や提供者から切り離して、第三者機関での評価が必要と考える。第三者機関は例え

ば油脂産業に関わる企業群での取組みが想定される。また、他産業と連携することにより、

産業横断型の枠組みも考えられる。 

 

６－３－２ 感動品質志向の製品開発 

先にも述べたように感動は喜び、悲しみ、驚き、尊敬の４つ感情と関連している３４）。感動

に結びつくこれら 4つの感情ごとに分類し、それぞれのベクトルで油脂産業製品の感動品質

アップにつながる取組みについて検討した。例えば、喜びにおいては、本来の機能ではなく

とも使用したり所有したりすることで得られる感動、悲しみや尊敬においては製品開発の苦

労話やストーリーを知って得られる感動などが考えられる。そのような観点で感動品質アッ

プにつながる取組み例を示す（表６－１）。 

 

表６－１ 感動品質アップにつながる油脂産業としての取組み例 

 食   品 日用消耗品 

喜 び 

･所有・使用によって 
      喜びが込み上げる 
･貴重な体験 → 
     「○○産の果物使用」 
     「期間限定」 

･所有･使用によって喜びが込み上げる 
･子供が一緒に楽しめる 
･説明が読みやすい → 大きな文字 
           ひらがな、ルビ 
･お揃い → 他の製品と並べた時、 
      意匠に一貫性がある 

悲しみ 
･亡き開発者の悲願のストーリー 
･悲しいときに食べると癒される味
（おふくろの味、懐かしい味） 

･亡き開発者の悲願のストーリー 
･悲しいときに使うと癒される匂い、 
 感触。 

驚 き 
･予想外の味だが、やみつきになる。 
･レアな意匠 → ハート型のピノ® 

･期待を上回る性能 → 激落ちくん® 

尊 敬 
･開発物語 
･つくり手の顔が見える → 

「○○さんが作った」 
･開発物語→努力・苦労情報の共有化 
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６－３－３ 感動のターゲッティング 

これまで述べてきた感動は一般化された感動であり、製品やサービスを利用する人の大多

数が感動するというものであった。しかし、ミクロに見れば、感動のトリガーは人それぞれ

であり、感動のトリガーをとらえることができれば、その個人により大きな感動をもたらす

ことができるものと推察される。このような個別化された感動を対象とすることも未来品質

の目指すべきところである。このような取組みは製品の提供のみならず、消費者との接触に

より、各消費者が気付かぬニーズを分析する必要がある。 

方法としては、例えば、普段の生活において体につけるセンサー類やスマートフォンなど

により血圧や指紋などのアクティブログを測定し、感動をトラックしたり、イベントへの参

加を促し、参加者にセンサーを取り付けてサンプル使用時の感動レベルを測定したりするこ

となどが挙げられる。さらにＩＴ技術のめまぐるしい進歩を考えれば、個人の感動に容易に

アクセスできる技術的下地が整い、感動のフィードバックによる製品提案や開発、そして製

品とサービスの融合につながっていくものと考えられる。  



40 
 

第７章 おわりに 

 

平成としては最後となる第１８回目の研究会では「油脂産業における未来品質」をテーマ

として取り上げ約１年間議論を重ねてまとめた。本テーマについては当初、具体的なイメー

ジが湧いてこないために、まず、未来品質とは何か、また一体いつの時代に設定すればよい

のだろうと言うところからの議論で始めたことが昨日のことのように思い出される。内閣府

や各省庁から発行されている白書や報告書およびシンクタンクからの報告書などから最終的

に２０３０年に設定することとして、「未来」と「品質」に分解して議論を開始した。未来

品質の要求事項とは何か？を議論して、「環境」、「サステイナビリティー」、「トレーサビリ

ティ」、「健康（ＱＯＬ）」、「安心／安全」、「安定供給」、「バイオ技術」、「生産効率」、「再生

可能」の９項目に関して、「現状」、「あるべき姿」と「それに向けての対応」を考察したの

ちに、「油脂産業」と「未来品質」の観点にて議論した。 

 

議論の結果われわれが目指すべき未来品質を、普遍的な価値として求められるものとし

て、「すべてのステークホルダーの安心」とした。最終的に本報告書では、３つのポイント

「コミュニケーションのあり方」、「ＳＤＧｓ視点からの未来品質へのアプローチ」と「感動

品質」にフォーカスして検討を進めた。 

 

以上のように、限られた 1年間という時間の中で、最後は項目を上記のように絞ったた

めに、内容的には全ての項目をカバーしきれていないが、読者の皆様にはご容赦願いたい。 

本内容が、油脂産業に携わる関係者の人々に少しでも役に立つことが出来れば幸いであ

る。 

今回のテーマに最初苦労はしたが、楽しく挑戦できて充実したものになったのは、メンバ

ー全員の力の結集に依るものであり、大きな思い出として残すことができた。担当分野、専

門分野が異なるメンバーで、多方面から多角的に議論ができ、毎回のミーティングは非常に

有意義なもの・時間となった。また一般財団法人油脂工業会館事務局との交流もあり、同じ

油脂業界内に身を置くものとして強い連帯感を持つことができた。この経験を今後の油脂産

業界の発展に役立てていきたい。 

また、本テーマについて議論できる貴重な機会を与えていただきました一般財団法人油脂

工業会館および参加各社の関係者の方々に深く感謝申し上げます。 
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